
令和３年４月１日改正
単位：円

午前９時 午後１時 午後６時 午前９時 午後１時 午前９時
～ ～ ～ ～ ～ ～
正午 午後５時 午後１０時 午後５時 午後１０時 午後１０時

平　　　　日 ８，１７０ １４，７７０ １６，３４０ ２２，９４０ ３１，１１０ ３９，２９０

土・日・休日 ９，７４０ １７，７１０ １９，７００ ２７，４５０ ３７，４００ ４７，１４０

平　　　　日 １６，３４０ ２９，５４０ ３２，６９０ ４５，８９０ ６２，２３０ ７８，５７０

土・日・休日 １９，４９０ ３５，４２０ ３９，３９０ ５４，９００ ７４，８００ ９４，２９０

平　　　　日 ２４，５１０ ４４，３１０ ４９，０３０ ６８，８３０ ９３，３４０ １１７，８６０

土・日・休日 ２９，２３０ ５３，１１０ ５９，０９０ ８２，３４０ １１２，２００ １４１，４３０

平　　　　日 ６，３９０ １１，５２０ １２，６８０ １７，９１０ ２４，２００ ３０，５９０

土・日・休日 ７，５４０ １３，７２０ １５，１９０ ２１，２７０ ２８，９１０ ３６，４６０

平　　　　日 １２，７８０ ２３，０５０ ２５，３５０ ３５，８３０ ４８，４００ ６１，１８０

土・日・休日 １５，０９０ ２７，４５０ ３０，３８０ ４２，５３０ ５７，８３０ ７２，９１０

平　　　　日 １９，１７０ ３４，５７０ ３８，０３０ ５３，７４０ ７２，６００ ９１，７７０

土・日・休日 ２２，６３０ ４１，１７０ ４５，５７０ ６３，８００ ８６，７４０ １０９，３７０

４，９２０ ５，２４０ ６，２９０ １０，１６０ １１，５２０ １６，４５０ ２，１００

９４０ １，２６０ １，９９０ ２，２００ ３，２５０ ４，１９０ ２２０

１，３６０ １，７８０ ２，８３０ ３，１４０ ４，６２０ ５，９７０ ３１０

１，７８０ ２，４２０ ３，５６０ ４，１９０ ５，９７０ ７，７５０ ４２０

１，１５０ １，５７０ ２，４２０ ２，７２０ ３，９８０ ５，１３０ ３１０

２，３００ ３，０４０ ４，８２０ ５，３４０ ７，８７０ １０，１６０ ５３０

金　　　額 納　　　期

募金その他　（これらに類する行為） １日　２５円

(業として）写真または映画を撮影する行為 １日　４０円

興　　　　　　　　　業 １日　１５円

１日　１０円

売店その他

付
属
施
設
使
用
料

コンベンションホール・南ギャラリー

競技会、展示会、博覧会その他
（これらに類する催しのため公園の全部または一部を独占して利用する行為）

その都度管理者が定めるところによる

使用の目的

バーコーナー

単　位

１人または１平方メートルにつき

１人につき

文
化
ホ
ー

ル

■焱の博記念堂使用料一覧

　■公園使用料一覧
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入場料の最高額が２，０００円を超える場合

　　基本使用料（準備のとき）

１平方メートルにつき

１人または１平方メートルにつき

冷暖房使用料
１時間につき

文化ﾎｰﾙのみ
３，１４０
（ホワイエ込
５，２４０）

６，２９０

入場料を徴収しない場合および入場料の最高額が
５００円以下の場合
（以下｢基本使用料」という）

入場料の最高額が５００円を超えて
２，０００円以下の場合

区　　　　　　　　分

(1)個人又は団体が興行等に使用する場合で、入場料の最高額が
2,000円を超える場合
(2)町外の個人又は団体が、宣伝、物品の展示等の営利目的で使
用する場合

(1)個人又は団体が興行等に使用する場合で、入場料の最高額が
500円を超え2,000円以下の場合
(2)町内の個人又は団体が、宣伝、物品の展示等の営利目的で使
用する場合

次
の
い
ず
れ
か
に

　
　
該
当
す
る
場
合

１日１回　２，１００円

許可の際

ホワイエのみ

会議室　１

会議室　２

応接室　１

応接室　２

1.「休祭日」とは国民の祝日に関する法律（昭和28年法律178号）に
規定する休日をいう。
2.入場料を徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入
場料に相当する金銭を収受したと認められるときは入場料を徴収し
たものとする。
3.文化ホールを使用する場合の控室の使用料は、文化ホールの施
設使用料に含まれるものとする。
4.文化ホールを専らリハーサル・練習または準備のために、本番の
前日までに使用する場合の額は、基本使用料の30％とする。
5.使用時間の超過許可を受けた場合の１時間当たりの超過使用料
は、申請時の区分帯表の使用料の30％を加算する。ただしそれ以
上の超過については、その時間に該当する区分帯の料金を徴収す
る。
6.2019（令和元）年10月1日に消費税率が10％に増税されたことに
伴い、使用料等を改正。


